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社会福祉法人中央共同募金会情報公開規程

平成１２年 ２月２５日 制 定

平成１２年 ７月 １日 施 行

（目 的）

第１条 この規程は、社会福祉法人中央共同募金会（以下「本会」という。）

が保有する情報の公開に関し、必要な事項を定め、公正で透明性のある運営

を推進することにより、本会に対する国民の更なる理解と信頼の確立を図る

ことを目的とする。

（定 義）

第２条 この規程において「保有する情報」（以下「情報」という。）とは、

本会が職務上作成し又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、職員

が組織的に用いるものとして、本会が管理しているものをいう。

（公開の請求）

第３条 何人も、この規程の定めるところにより、本会会長に対し、本会の情

報の公開を請求することができる。

２ 何人も、自己を特定したうえで、第１号様式により書面により情報の公開

を請求するものとする。

（公開する情報）

第４条 本会会長は、情報公開の請求があったときには、次の各号に掲げる場

合を除き、情報を公開しなければならない。

（１） 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるも

の又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより

個人の権利、利益を害するおそれのあるもの。

（２） 本会に関わりのある法人の事務又は事業に関する情報であって、公

にすることにより当該法人の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれのあるもの。

（公開の義務）

第５条 本会会長は、第３条による請求を受けたときは、請求者に対し、第２

号様式により情報公開決定を通知し、請求に係る情報を公開しなければなら

ない。

ただし、請求された情報のうち一部分について公開する場合は、第３号様
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式によりその旨を通知し、部分公開を行うものとする。

また、公開請求された情報のうち、本会以外のものに関する情報である場

合には、そのものの同意を得た後に公開を行うものとし、請求者に対し、第

４号様式によりその旨を通知するものとする。

２ 第４条第１項及び第２項により、情報を公開しないとき又は請求に係る情

報が文書として存在しないときには、請求者に対し、第５号様式によりその

旨を通知するものとする。

（公開の方法）

第６条 情報は閲覧、コピー、ファックス、インターネット、その他当該請求

者の公開請求に基づいた方法により公開する。

ただし、公開の方法により、本会の役職員の職務遂行に重大な支障を生じ

る場合には、これを閲覧に限定することができる。

２ 本会会長は、請求者に対し、コピ－等の作成及び及び送付に要した費用等、

実費の負担を求めることができる。

（異議の申出）

第７条 第５条第１項ただし書及び第５条第２項により情報を公開しないとし

たことに異議がある場合、請求者は、この通知書を受理した日から起算して

６０日以内に、本会会長に対して、第６号様式により異議の申出をすること

ができる。

（異議の申出の処理）

第８条 情報公開（非公開）決定通知及び情報公開（部分公開）決定通知に対

し、請求者からの異議の申出を受理したとき、本会会長は、請求者に対して、

第７号様式により速やかに異議申出回答書を通知しなければならない。

（委 任）

第９条 この規程の施行について必要な事項は、会長が別に定める。

（付 則）

この規程は、平成１２年 ７月 １日から施行する。


